
スライド条項の運用について 

高石市総務部財政課 

 

 

 原材料費等の価格高騰を踏まえた適正な請負代金額の確保のため、高石市の建設工事請負

標準契約書第 26 条（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）（いわゆるスライド

条項）において、契約締結後においても受注者からの協議の申出があった場合には適切に協

議に応じること等により、状況に応じた必要な契約変更を実施することができる規定を設け

ています。 

つきましては、当該条文に基づくスライド条項の運用等についてお知らせします。 

 

記 

 

１．各種スライド条項解説（国土交通省ホームページより） 

 

 

２．参考ホームページ 

  国土交通省 

｢各種スライド条項（全体スライド、単品スライド、インフレスライド）について｣ 

URL：https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000101.html 

 

【問い合わせ先】 

高石市 総務部 財政課 契約検査係 

ＴＥＬ ：（直通）072-275-6209 

ＭＡＩＬ：keiyaku@city.takaishi.lg.jp 


